
 

 

令和８年１月 23 日 

愛媛県本人確認情報保護審議会 

 

第 29 回愛媛県本人確認情報保護審議会の開催について 

 

 標記審議会を、次のとおり開催（全部公開）します。 

 

１ 開催日時 

  令和８年２月６日（金） １５：００～（２時間程度） 

２ 開催場所 

  愛媛県庁第一別館 11 階ミーティングスペース（松山市一番町四丁目４番地２） 

３ 議  題  

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムの稼動状況等について  

(2) セキュリティ対策について 

(3) 住民基本台帳法施行条例及び愛媛県個人番号の利用に関する条例の改正に 

ついて 

(4) その他 

４ 傍  聴 

 (1) 傍聴の定員 ５人 

 (2) 傍聴の申込方法等 

  ① 傍聴を希望される方は、２月２日（月）までに、電話又はＦＡＸにより、傍聴

を希望する審議会の名称（愛媛県本人確認情報保護審議会）、氏名、住所及び連

絡先の電話番号又はＦＡＸの番号を審議会の事務局（総務部行財政推進局市町振

興課行政係）へ連絡してください。（１回の申込みにつき１名のみ可） 

  ② 傍聴の申込みの受付は、先着順で行い、定員になり次第終了します。 

  ③ 傍聴することができる方には、２月３日(火）午後５時までに、審議会の事務

局から電話又はＦＡＸによりその旨を連絡します。 

〔問合せ先及び傍聴申込先（審議会事務局）〕 
 愛媛県総務部行財政推進局市町振興課行政係 
［〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２］ 
 電 話：089-912-2211 ／ ＦＡＸ：089-912-2209 

お   知   ら   せ 



第 29 回愛媛県本人確認情報保護審議会 次第 

 

     日時：令和８年２月６日（金）15：00～  

           場所：愛媛県庁第一別館 11 階       

ミーティングスペース    

 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議事 

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムの稼動状況等について  
 

(2) セキュリティ対策について 
 

(3) 住民基本台帳法施行条例及び愛媛県個人番号の利用に関

する条例の改正について 

(4) その他 

 
 

４ 閉会 



愛媛県本人確認情報保護審議会 委員 

 

氏  名 職    業 

石丸
いしまる

 ひとみ 人権擁護委員 

遠藤
えんどう

 慶一
けいいち

 愛媛大学大学院理工学研究科准教授 

藤田
ふ じ た

 育子
い く こ

 弁護士 

光信
みつのぶ

 一宏
かずひろ

（会長） 愛媛大学法文学部人文社会学科教授 

峯本
みねもと

 陽子
よ う こ

 愛媛県私立学校審議会委員 

 

 


